
 

 

 

 

 

 

 

 

当別町一般廃棄物処理基本計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月 

北海道当別町 

 



 

 



 

 

目     次 

 

第１章 計画策定の趣旨 

 第１節 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 第２節 計画の位置づけ（他の計画等との関係）１・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～２ 

 第３節 計画対象区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 第４節 計画の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 第５節 計画目標年次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

第２章 当別町の概況 

 第１節 自然的特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～５ 

 第２節 社会特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６～１０ 

 第３節 将来計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１～１２ 

 

第３章 ごみ処理基本計画 

 第１節 ごみ処理の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３～２７ 

 第２節 ごみ処理行政の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８～３５ 

 第３節 ごみ処理基本計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６～４５ 

 

第４章 生活排水処理基本計画 

 第１節 生活排水処理の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６～５４ 

 第２節 生活排水処理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５～５８ 

 第３節 し尿・汚泥の処理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９～６０ 

 第４節 その他の計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０～６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

第１章 計画策定の趣旨 

第１節 計画の目的 

 「当別町一般廃棄物処理基本計画」（以下「本計画」といいます。）は、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」といいます。）第６条第１項の規定に

基づき、当別町（以降「本町」といいます。）の区域内の一般廃棄物（ごみ及び生活排

水）処理に関する計画を定めるものです。 

 本計画は、現在の社会情勢、経済情勢や本町の地域特性、町民要望等を踏まえて

策定します。ごみ処理に関しては、本町が今後目指すべき循環型社会の基本的考え

方を明確にし、長期的な視野に立った総合的な方針を定め、ごみの発生抑制・リサイ

クルや減量に関する将来目標を設定し、具体的施策を構築するとともに、本町の一

般廃棄物を適正かつ効率的に安全で安定的に処理するための指針となる基本計画

を策定することを目的とします。生活排水処理に関しては、本町における生活排水処

理の現況を把握・整理し、現況における課題を抽出したうえで、将来における適正な

生活排水処理を行うための基本計画を策定することを目的とします。 

 

第２節 計画の位置づけ（他の計画等との関係） 

 本計画の位置づけは、図１－２－１のとおりです。 

 本計画は、「廃棄物処理法」、「容器包装リサイクル法」等の関係法令や国及び北海

道の計画等に基づき、長期的・総合的視点に立って策定します。「当別町第六次総合

計画」は、本計画の上位計画に位置するため、本計画は総合計画の基本構想に即し

た計画として策定します。本計画は、本町が関わる広域化計画との整合を図ります。

本町の「分別収集計画」を改定する場合には、本計画との整合性に配慮します。 

 本計画は、１０年間の長期計画であり、毎年度策定する「当別町一般廃棄物処理実

施計画」の上位計画に位置します。 

 「ごみ処理基本計画」は、本町が長期的総合的視点に立って、ごみの排出の抑制及

びごみの発生から最終処分に至るまでの、ごみの適正な処理を進めるために必要な

基本的事項を定めます。 

 「生活排水処理基本計画」は、本町が長期的・総合的視野に立って、将来における

生活排水を、どのような方法で、どの程度処理していくかを定めるとともに、生活排水

処理を行う過程で発生する汚泥の処理方法等の生活排水処理に係る基本方針を定

めます。 
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図１－２－１ 計画の位置づけ 

容器包装リサイクル法 

家電リサイクル法 

食品リサイクル法 

建設リサイクル法 

自動車リサイクル法 

小型家電リサイクル法 

環境基本法 

第５次環境基本計画 
平成３０年４月策定 

循環型社会形成推進基本法 

循環型社会形成推進基本計画 
平成３０年６月策定 

廃棄物処理法 

廃棄物処理法基本方針 
平成２８年１月策定 

廃棄物処理施設整備計画 
平成３０年６月策定 

 

北海道廃棄物処理計画 
令和２年３月策定 

 

当別町第六次総合計画 
令和２年３月策定 

 

当別町一般廃棄物処理計画 
 

当別町一般廃棄物処理基本計画 
【本計画】（10 年間の長期計画） 
・ごみ処理基本計画 
・生活排水処理基本計画 

当別町一般廃棄物処理実施計画 
（各年度計画） 
・ごみ処理実施計画 

グリーン購入法 

資源有効利用促進法 

＜再生利用の推進＞ 

＜個別物品の特性に応じた規制＞ 

＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞ 

＜廃棄物の適正処理＞ 
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第３節 計画対象区域 

 本計画の対象区域は、本町の行政区域内全域とします。 

 

第４節 計画の範囲 

 本計画の範囲は、一般廃棄物とします。一般廃棄物は「ごみ」と「生活排水」に分け

られます。「ごみ」には事業系一般廃棄物も含みます。「生活排水」は生活雑排水、し

尿及び浄化槽汚泥とします。 

 

第５節 計画目標年次 

 本計画は、令和３（２０２１）年度を初年度とする１０年間を計画期間とし、計画目標年

次は令和１２（２０３０）年度とします。本計画は、概ね５年ごとに改訂するほか、計画策

定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合には見直しを行います。 
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第２章 当別町の概況 

第１節 自然的特性 

 

 １ 位置 

 本町は、石狩川河口から１６ｋｍ離れた石狩振興局管内の東北部に位置し、南は江

別市、西南は石狩川をへだてて札幌市、西は石狩市、東は新十津川町、浦臼町、月

形町、新篠津村に隣接しています。石狩川へ合流する当別川の流域と石狩平野の一

部を有し、当別川に沿った帯状の耕地からなっている東西約２６ｋｍ、南北約４７ｋｍ、

面積４２２．８６ｋ㎡の町です。 

 

図２－１－１ 本町の位置 

 

 ２ 地象 

  本町の地形は、北部は樺戸山地に属する山岳地帯であり、南部は石狩平野の一 

 部をなす平地になっています。最北端は暑寒別（ショカンベツ）岳に連なる察来 

 （サックル）山（５８９．９ｍ）で、北東には神居尻（カムイシリ）山（９４６．７ｍ）、地勢根 

 尻（チセネシリ）通称ピンネシリ山(１，１００．３ｍ)、隈根尻（クマネシリ）山（９７１．４ｍ） 

 が連なり、伊達山丘陵地へと南下しています。北西には別狩（ペッカリ）岳（７２６．１ 

当別町 
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 ｍ）、別刈（ペッカリ）岳（６６６．２ｍ）、阿蘇岩山（４１８．１ｍ）が連なり、石狩段丘と 

 なって石狩川河口に達しています。 

  河川は、一級河川の石狩川が南西端を流れており、町域を南北に縦断して一級 

 河川の当別川が石狩川に合流しています。当別川は最北端の察来山を源として東 

 西に連なる山岳の支流を集め、当別市街を経て石狩川に合流しています。南東部 

 には国営篠津泥炭地開発事業によって開削された篠津運河があり、この地域の重 

 要な河川の役割を果たしています。この他町内には一級河川が８川、準用河川が１ 

 川、普通河川が２６川あります。 

 

 ３ 気象 

  本町の気候は、北海道全体からみると温暖でありますが、平均的に冬はやや寒く、 

 夏はやや暑い準大陸性気候です。年間の平均気温は８．０℃で、年間降水量は、平 

 均７００ｍｍ前後となっています。最多風向は西風であり、手稲連山と樺戸山地に挟 

 まれた平地に位置する本町の冬季は、石狩湾からの季節風がまともに吹き込んでく 

 ることと、石狩湾低気圧による局地的豪雪によって、道内でも有数の吹雪常習地帯 

 で、年間平均降雪量は６４０ｃｍとなっています。平成２３年度においては近年まれに 

 みる大雪となり、年間９７９ｃｍの降雪量を記録しました。 
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第２節 社会特性 

 

 １ 人口・世帯数 

  本町における過去１０年間の人口及び世帯数の推移は、表２－２－１と図２－２－１ 

 のとおりです。 

  本町は、札幌大橋の開通などにより大都市「札幌市」とのアクセスが飛躍的に向上 

 したため西部地域の宅地開発が進行し、平成２年から平成７年にかけて人口が著し 

 く増加しました。しかし、その後は増加傾向が緩やかになり、少子高齢化社会の到 

 来により、全国的に人口減少社会に突入したこともあり、本町の人口は平成１１年度 

 の２０，８７５人をピークに減少に転じ、現在１５，７３１人（令和２年４月１日現在）と 

 なっています。 

 

表２－２－１ 人口及び世帯数の推移         出典：当別町住民基本台帳 

 

年度 
人口 

（人） 

世帯数 

（戸） 

１世帯あたりの人口 

（人／戸） 

Ｈ２３ １８，４９７ ７，７２９ ２．３９ 

Ｈ２４ １８，２２４ ７，６９４ ２．３７ 

Ｈ２５ １７，８３５ ７，６３６ ２．３４ 

Ｈ２６ １７，３７７ ７，６００ ２．２９ 

Ｈ２７ １７，１００ ７，６０８ ２．２５ 

Ｈ２８ １６，７０１ ７，５７９ ２．２０ 

Ｈ２９ １６，４７０ ７，５７４ ２．１７ 

Ｈ３０ １６，２４０ ７，６２０ ２．１３ 

Ｈ３１ １５，９７２ ７，６３４ ２．０９ 

Ｒ２ １５，７３１ ７，６３４ ２．０６ 

 

図２－２－１ 人口及び世帯数の推移（各年４月１日現在） 
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  本町における平成２３（２０１１）年度と令和元（２０１９）年度の５歳階級別人口は、 

 表２－２－２と図２－２－２～３のとおりです。年少人口が少なく、老年人口が多い分 

 布になっています。平成２３（２０１１）年度と令和元（２０１９）年度を比較すると、年少 

 人口指数が３．８ポイント減少、老年人口指数が２０．７ポイント増加しています。生産 

 年齢人口は減少の傾向にあります。 

 

表２－２－２ 平成２３（２０１１）年度と令和元（２０１９）年度の男女別５歳階級別人口 

 

出典：当別町住民基本台帳より 

※１ 年少人口指数は、年少人口を生産年齢人口で除した割合 

※２ 老年人口指数は、老年人口を生産年齢人口で除した割合 

年齢階層 
平成２３（２０１１）年度 令和元（２０１９）年度 

男子 女子 合計 男子 女子 合計 

０～４歳 ２３２ ２２５ ４５７ １６５  １４８ ３１３ 

５～９歳 ３３５ ３１７ ６５２ １７７ １９７ ３７４ 

１０～１４歳 ４５１ ４７１ ９２２ ２８２ ２７２ ５５４ 

１５～１９歳 ５５８ ５８７ １，１４５ ３８２ ３５３ ７３５ 

２０～２４歳 ５２７ ４６２ ９８９ ４３８ ４２２ ８６０ 

２５～２９歳 ３９８ ３４８ ７４６ ３０７ ２６８ ５７５ 

３０～３４歳 ３８０ ３１６ ６９６ ３３８ ２７１ ６０９ 

３５～３９歳 ５１０ ５１２ １，０２２ ３０６ ２８４ ５９０ 

４０～４４歳 ５６４ ６０７ １，１７２ ３９３ ３７０ ７６３ 

４５～４９歳 ６５８ ６９１ １，３４９ ５２１ ５１５ １，０３６  

５０～５４歳 ７４６ ７１１ １，４５７ ５５４ ６１４ １，１６８ 

５５～５９歳 ７１５ ６２４ １，３３９ ６８９ ６９４ １，３８３ 

６０～６４歳 ７６３ ８３２ １，５９５ ６７８ ６１８ １，２９６ 

６５～６９歳 ５９０ ６８１ １，２７１ ７２１ ６８６ １，４０７ 

７０～７４歳 ５００ ５９５ １，０９５ ６０１ ７２４ １，３２５ 

７５～７９歳 ４５３ ４９１ ９４４ ４８８ ５８１ １，０６９ 

８０歳以上 ４７１ ９０３ １，３７４ ６４９ １，０８８  １，７３７ 

合計 ８，８５１ ９，３７３ １８，２２４ ７，６８９ ８，１０５ １５，７９４  

年少人口 

(０～１４歳） 

１，０１８ 

(１１．５％) 

１，０１３ 

(１０．８％) 

２，０３１ 

(１１．１％） 

６２４ 

(８．１％) 

６１７ 

(７．６％) 

１，２４１ 

(７．９％) 

生産年齢人口 

(１５～６４歳） 

５，８１９ 

(６５．７％) 

５，６９０ 

(６０．７％) 

１１，５１０ 

(６３．２％) 

４，６０６ 

(５９．９％) 

４，４０９ 

(５４．４％) 

９，０１６ 

(５７．１％) 

老年人口 

(６５歳以上） 

２，０１４ 

(２２．８％) 

２，６７０ 

(２８．５％) 

４，６８５ 

(２５．７％) 

２，４５９ 

(３２．０％) 

３，０７９ 

(３８．０％) 

５，５３９ 

(３５．１％) 

年少人口指数 １７．５％ １７．８％ １７．６％ １３．５％ １４．０％ １３．８％ 

老年人口指数 ３４．６％ ４６．９％ ４０．７％ ５３．４％ ６９．８％ ６１．４％ 
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図２－２－２ 平成２３（２０１１）年度の男女別５歳階級別人口 

 

図２－２－３ 令和元（２０１９）年度の男女別５歳階級別人口 



9 

 

 ２ 産業 

  本町における産業別就業者数の推移は、表２－２－３と図２－２－４のとおりです。 

  平成１２（２０００）年と平成２７（２０１５）年を比較すると、第一次、第二次、第三次産 

 業の就業者は減少しており、全体の就業者数も１，５４５人と大幅に減少しています。 

  産業別就業者数の割合としては、第三次産業就業者の割合が半分以上を占めて 

 おり、平成１２（２０００）年６２％、平成１７（２００５）年６３％、平成２２（２０１０）年６５％、 

 平成２７（２０１５）年６６％と増加傾向にあります。 

 

表２－２－３ 産業別就業者数 （単位：人） 

 

産業分類 
Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ 

（２０００） （２００５） （２０１０） （２０１５） 

第一次産業 １，８６３ １，６０５ １，３７５ １，２５８ 

農業 １，８５３ １，５９０ １，３６１ １，２４３ 

林業 ９ １４ １４ １５ 

漁業 １ １ ０ ０ 

第二次産業 １，８５７ １，７９３ １，５６２ １，５００ 

鉱業 １４ １９ １０ ６ 

建設業 １，４６９ １，２１０ ９７６ ８６９ 

製造業 ３７４ ５６４ ５７６ ６２５ 

第三次産業 ５，９５６ ５，６９９ ５，５０９ ５，３７３ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ５７ ４０ ３４ ２９ 

サービス業 ５，３１４ ５，１２０ ４，８５９ ４，７５８ 

公務（他に分類されないもの） ５８５ ５３９ ６１６ ５８６ 

合計 ９，６７６ ９，０９７ ８，４４６ ８，１３１ 

出典：国勢調査より 



10 

 

 

 

図２－２－４ 産業別就業者数の割合 

 

 

 ３ 交通 

  本町の道路交通は、国道２７５号、国道３３７号（道央圏連絡道路）、道道１１２号（札 

 幌当別線）、道道８１号（岩見沢石狩線）等により隣接市町村と連絡しています。 

  当別町の鉄道網は、ＪＲ札沼線（学園都市線）が通り、通勤通学など町民の日常生 

 活に利用されています。 

 

 ４ 土地利用 

  本町における大部分は、市街地と市街地を取り巻く農地、北側に広がる山間部の 

 森林の大きく３つのゾーンに分かれています。当別町の都市計画区域は、１６，７６８ 

 ha であり、行政区域の４割を超えており、ほかの都市群に比べ高くなっています。 

  また、都市計画法による規制が都市地域だけでなく、農業地域や森林地域にもか 

 かっていることで、自然環境の適正な保全が可能となっています。 
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第３節 将来計画 

 

 本町では、令和２（２０２０）年３月に「当別町第六次総合計画」を策定しました。総合

計画は、最も基本となるまちづくりの方針を示したもので、本計画の上位計画に位置

します。 

 

 総合計画の基本構想の概要は次の通りです。 

 

期間 令和２（２０２０）年度～令和６（２０２４）年度 

基本施策 １ 住みよいまちづくり【地域・生活・環境】 

２ 豊かな人づくり【子育て・生涯学習】 

３ 元気なまちづくり【健康・福祉・医療】 

４ 活力あるまちづくり【農林業・商工業・観光業・エネルギー・移住定住】 

将来人口 令和１２（２０３０）年までに１６，０００人 

令和２２（２０４０）年までに１８，０００人 

令和４２（２０６０）年までに２０，０００人 

総合戦略 戦略プランⅠ：産業力の強化～しごとの創生～ 

戦略プランⅡ：人を呼び込むまちの再生～魅力の創生～ 

戦略プランⅢ：未来を担う子供の育成～ひとの創生～ 

戦略プランⅣ：住み続けたいまちの形成～まちの創生～ 

 

定住人口減少克服・地方創生の実現 
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総合計画の一般廃棄物に関して取り組む政策は以下の通りです。 

 

地

域

環

境

衛

生

の

充

実 

〇健康で安全な暮らしができるよう自然環境の保全と、環境美化に対する意識 

づくりに努める。 

〇ゴミステーションの管理や清掃、利用者指導、違反排出ごみの処分、空き宅 

地の草刈など、地域における環境美化活動を促進する団体等への活動支援 

に努める。 

〇地球温暖化対策として、二酸化炭素排出削減や廃棄物の発生抑制・再使用・ 

リサイクルを推進し、「当別町地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」 

を基調とした循環型社会の形成を目指す。 

〇騒音・振動・悪臭・水質汚濁・大気汚染等の公害発生源への調査・監視や、 

公害防止対策の強化を図り、地域環境の保全に努める。 

関連する施策 

・地域清掃など環境美化活動の支援 

・空き宅地環境保全の啓発 

・省資源・省エネルギーの促進及び意識啓発 

・環境調査事業 

廃

棄

物

適

正

処

理

の

推

進 

〇環境負荷のより少ない資源循環型の社会を実現するために、住民・事業者・ 

行政が一体となったごみの減量化やリサイクルの推進に努める。 

〇住民や事業者との連携により地域での監視体制を強化し、道路・農地・山間 

地等への不法投棄の防止に努める。 

〇関係機関との広域的な連携を図り、ごみ及びし尿など廃棄物の適正処理・ 

指導に努める。 

関連する施策 

・ごみ減量化推進事業 

・不法投棄対策 

・集団資源回収奨励事業 

・容器包装類再資源化事業 

・ごみ・し尿処理の広域連携 

・ごみ収集方法の見直し 

・廃食用油回収の周知・協力 

・災害廃棄物処理計画の策定 
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一般廃棄物（ごみ） 

第３章 ごみ処理基本計画 

第１節 ごみ処理の現状と課題 

 １ 廃棄物の区分 

  本計画では、対象とする「一般廃棄物」のうち、し尿を除いたものすべてを「ごみ」 

 とし、うち家庭から排出されるごみを「家庭系ごみ」、事業所から排出される産業廃 

 棄物を除く一般廃棄物を「事業系ごみ」とします。 

  また、収集・処理の形態により、ごみは「燃やせるごみ」、「燃えないごみ」、「危険ご 

 み」、「燃やせないごみ」、「粗大ごみ」、「資源ごみ」に分類します。 

  家庭及び事業所から排出される量を「排出量」、家庭及び事業所からごみ処理施 

 設に搬入された量を「収集量」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－１ 廃棄物の区分 

 

 

 

 

 

 

廃棄物 

し尿 産業廃棄物 

家庭系ごみ 

事業系ごみ 

家庭から排出されるごみ 

「燃やせるごみ」「燃えないごみ」 

「危険ごみ」「燃やせないごみ」 

「粗大ごみ」「資源ごみ」 

事業所から排出される産業廃棄物を除くごみ 

「燃やせるごみ」「燃えないごみ」 

「危険ごみ」「燃やせないごみ」 

「粗大ごみ」「資源ごみ」 

計画の対象範囲 

※産業廃棄物とは、工場や事業所などの事業活動に伴って発生する廃棄物のうち法律で定める２０種類と

輸入された廃棄物です。 

１燃え殻 ２汚泥 ３廃油 ４廃酸 ５廃アルカリ ６廃プラスチック類 ７紙くず ８木くず ９繊維くず 

１０動植物性残渣 １１動物系固形不要物 １２ゴムくず １３金属くず １４ガラスくず １５鉱さい 

１６がれき類 １７動物の糞尿 １８動物の死体 １９ばいじん 

２０産業廃棄物を処分するために処理したもの ２１輸入された廃棄物 

※７、８、９、１０、１１、１７、１８は排出事業所を限定 
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 ２ ごみ処理体制 

  ⑴ ごみ処理区分と処理料 

   本町の家庭ごみは、６種類に分別し、収集をしています。処理料は、「燃やせるご 

  み」、「燃えないごみ」、「燃やせないごみ」、「粗大ごみ」は有料、「危険ごみ」及び 

  「容器包装類」、「紙類」などの「資源ごみ」は無料となっています。 

   なお、事業系ごみの処理料はすべて有料となっています。（表３－１－１） 

 

  ⑵ ごみの収集・運搬体制 

   家庭系ごみは、粗大ごみを除いたものをステーション収集しています。 

   粗大ごみは、平成１８年度の有料化と併せて、戸別収集しています。（表３－１－ 

  ２） 

   一方、事業系ごみは、排出事業者の責任において運搬することとなりますが、 

  事業者自らが処理場に搬入する場合と一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する 

  場合があります。 
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表３－１－１ ごみ収集区分と処理料金 

（令和２年４月１日現在） 

区 分 処理料金 摘要 

家
庭
系
ご
み 

町
が
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
収
集 

燃やせるごみ 

台所ごみ、紙類、

木・草、衣類・布

類、皮革・ゴム類

など 

⑴ 規則で定めるごみ袋１枚に

つき、１Ｌにつき２円として規則で

定める額 

⑵ 処理施設に直接搬入する場

合１０㎏につき８０円 

【指定ごみ袋】 

５Ｌ／１０円 

１０Ｌ／２０円 

２０Ｌ／４０円 

３０Ｌ／６０円 

４０Ｌ／８０円 燃えないごみ 

ガラスせともの

類、金属小物類

など 

燃やせないごみ プラスチック類 

危険ごみ 

電池・水銀製品・

蛍光管 

カセットボンベ、

スプレー缶、使

い捨てライター

など 

無料  

資

源

ご

み 

容器包装類 
びん・缶・ペット

ボトル 

無料  

紙類 

新聞・雑誌・書

籍・ダンボール・

紙パック 

無料  

町
が
戸
別
回
収 

粗大ごみ 

指定ごみ袋１枚

に入らない物、

指定ごみ袋に入

っても口をしば

れない物 

有料 【ごみ処理券】 

２００円 

５００円 

９００円 

１，３００円 

拠
点
回
収 

繊維 衣類・寝具など 無料  

毛布  無料  

廃食用油  無料  

インクカートリッ

ジ 

 無料  

小型家電  無料  

集
団
資
源
回
収 

資

源

ご

み 

新聞・雑誌・段ボール・シュレッ

ダーした紙・紙パック・一升びん

（酒）・ビールびん・アルミ缶 

無料  

事
業
系
ご
み 

自
己
搬
入 

燃やせるごみ、燃えないごみ、 

燃やせないごみ、粗大ごみ 

１０㎏につき１２０円  
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表３－１－２ 家庭系ごみの収集回数 

（令和２年４月１日現在） 

区 分 収集回数 摘 要 

家
庭
系
ご
み 

燃やせるごみ・危険ごみ・ 

スプレー缶類 
週２回 

ステーション 

収集 

燃えないごみ 月１回 

燃やせないごみ 週１回 

資源物 月２回 

粗大ごみ 申込制 戸別収集 

 

 

  ⑶ ごみ処理施設 

   北石狩衛生センターは、本町で排出される「燃やせるごみ」、「燃えないごみ」、 

  「燃やせないごみ」、及び「粗大ごみ」を処理しています。 

   北石狩衛生センターは、昭和４８年に当時の石狩町、当別町、厚田村、浜益村、 

  新篠津村の５町村により北石狩衛生施設組合として設立され、平成６年からし尿 

  処理施設を除いた施設が順次改築されました（表３－１－３）。 

   その後、平成１８年３月に北石狩衛生施設組合が解散し、石狩市の施設になって 

  います。なお、同施設（し尿処理施設を除く。）の管理運営は、平成２４年度から民 

  間事業者に長期包括委託されています。 
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表３－１－３ 北石狩衛生センターの概要 

 

所在地 石狩市厚田区聚富６１８番地１１、１１３０番地３、４、５ 

施設規模・処理方法 〇焼却施設 

 

 

 

 

 

〇破砕施設 

 

 

 

 

 

〇最終処分場 

【埋立地】 

 

 

 

 

 

 

 

【浸出処理施設】 

 

 

 

 

〇し尿処理施設 

焼却能力 １８０ｔ／日  

     ９０ｔ／日（２４Ｈ）×２基 

焼却炉型式 三菱３Ｆ形連続燃焼式 

着工：平成３年１２月 

竣工：平成５年１２月 

総事業費 ３，７６０，１１８千円 

破砕能力 ４０ｔ／日（５Ｈ） 

破砕機型式 三菱シュレッダ Ｓ１０１５型 

衝撃せん断併用回転式・油圧 

着工：平成３年１２月 

竣工：平成５年１２月 

総事業費 １，８０６，６２０千円 

埋立の種類 平地埋立 

埋立面積 ４８，８００㎡ 

埋立容積 １９４，０００㎥ 

埋め立て方式 セル及びサンドイッチ方式に 

よる準好気性衛生埋立 

埋立構造 土堰提・堤内しゃ水工 

着工：平成４年８月 

竣工：平成６年１２月 

総事業費：８２４，７３４千円 

処理能力 ９０㎥／日 

処理方式 回転円板法／凝集沈殿法 

着工：平成４年６月 

竣工：平成６年１２月 

総事業費：６５２，２９０千円 

処理能力：４６ｋＬ／日 

処理方式：酸化処理方式（活性汚泥法） 

放流水質：ＢＯＤ ２０ｍｇ／Ｌ以下 

     ＳＳ ７０ｍｇ／Ｌ以下 

着工：昭和４８年１０月 

竣工：昭和４９年１１月 

利用市町村 石狩市、当別町  
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  ⑷ ごみ処理フロー 

   家庭、事業所から排出されたごみは、北石狩衛生センターに持ち込まれ、直接又 

  は処理（焼却、破砕、減容固化、選別、圧縮、梱包）された上で、最終処分場に埋 

  め立てられるか、もしくは資源として再利用されています。（図３－１－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－２ 現在のごみ処理フロー図 

町収集 

自己搬入 

許可業者収集 

自己搬入 

燃やせるごみ 

燃えないごみ

燃やせない 

ごみ 

粗大ごみ 

危険ごみ 

資源ごみ 

その他ごみ 

北石狩衛生

センター 

（中間処理施

設） 

 

民間業者 

家庭ごみ 

事業系ごみ 

拠点回収 

北石狩衛生

センター 

（ 最 終 処 分

場） 

 

 

資源化 
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 ３ ごみ処理の実績 

  ⑴ ごみの排出量 

   平成２７年度から令和元年度までの過去５年間における本町の年間ごみ排出量 

  の推移を図３－１－３に示します。 

   家庭系ごみは年を追うごとに減少傾向にあります。事業系ごみは年間約９７０ｔ 

  前後で推移しています。 

   全体のごみ排出量は、若干減少傾向にあります。 

 

 

 

図３－１－３ 過去５年間の年間排出量の推移 

 

  ⑵ ごみ排出量の内訳 

   過去５年間のごみ区分別の排出量内訳を表３－１－４に示します。 

   家庭系ごみでは、ごみ区分の排出量比率は概ね一定に推移しており、燃やせる 

  ごみが約５９％、燃えないごみが約９％、燃やせないごみが約４％、粗大ごみが約 

  ５％、資源ごみが約２３％となっています。 

   事業系ごみでは、ごみ区分の排出量比率は概ね一定に推移しており、燃やせる 

  ごみが約９０％、燃えないごみが約５％、燃やせないごみが約４％、粗大ごみが約 

  １％となっています。 
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表３－１－４ ごみ区分別の排出量内訳 

（単位：ｔ／年） 

区分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

家

庭

系

ご

み 

燃やせるごみ ２，３３２ ２，２４９ ２，２７３ ２，２２０ ２，２００ 

燃やせないごみ ３６０ ３６０ ３６３ ３７４ ３７２ 

燃えないごみ １６１ １５２ １４２ １４５ １３６ 

粗大ごみ １８８ １８１ １８０ １８９ １８６ 

資源ごみ ９０６ ８７２ ８４０ ８０１ ７６９ 

合計 ３，９４７ ３，８１４ ３，７９８ ３，７２９ ３，６６３ 

事

業

系

ご

み 

燃やせるごみ ８４３ ８８３ ８７７ ９０２ ８７３ 

燃やせないごみ ４９ ５４ ４９ ４６ ４７ 

燃えないごみ ３８ ３７ ３３ ３０ ２７ 

粗大ごみ ２ ６ ２ ７ ４ 

合計 ９３２ ９８０ ９６１ ９８５ ９５１ 

排

出

量

全

体 

燃やせるごみ ３，１７５ ３，１３２ ３，１５０ ３，１２２ ３，０７３ 

燃やせないごみ ４０９ ４１４ ４１２ ４２０ ４１９ 

燃えないごみ １９９ １８９ １７５ １７５ １６３ 

粗大ごみ １９０ １８７ １８２ １９６ １９０ 

資源ごみ ９０６ ８７２ ８４０ ８０１ ７６９ 

合計 ４，８７９ ４，７９４ ４，７５９ ４，７１４ ４，６１４ 

 

  ⑶ 町民一人１日あたり家庭系ごみの推移 

   町民一人１日あたり家庭系ごみ（以降「家庭系原単位」といいます。）の過去５年 

  間の推移を図３－１－４に示します。家庭系原単位は、増減を繰り返しながら推移 

  しています。うち、燃やせるごみは３６９～３７９ｇ／人・日、資源ごみは１３３～１４６ 

  ｇ／人・日で推移、燃やせないごみ、燃えないごみ、粗大ごみは過去５年間ほぼ一 

  定にそれぞれ推移しています。 

 

  ⑷ 町民一人１日あたり事業系ごみの推移 

   町民一人１日あたり事業系ごみ（以降「事業系原単位」といいます。）の過去５年 

  間の推移を図３－１－５に示します。事業系原単位は、増減を繰り返しながら推移 

  しています。うち、燃やせるごみは１３６～１５３ｇ／人・日で推移、燃やせないごみ、 

  燃えないごみ、粗大ごみは過去５年間で一定にそれぞれ推移しています。 
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※原単位（ｇ／人・日）＝排出量（ｔ／年）÷行政区域内人口（人）÷（３６５または３６６日）×１０６ 

図３－１－４ 家庭系原単位の推移 

 

※原単位（ｇ／人・日）＝排出量（ｔ／年）÷行政区域内人口（人）÷（３６５または３６６日）×１０６ 

図３－１－５ 事業系原単位の推移 
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  ⑸ 資源化の状況 

   ア 資源化（リサイクル）量の推移 

    集団資源回収や町による資源ごみの収集などにより、回収された資源化量は 

   減少傾向にあり、令和元年度では７６９ｔとなっています（図３－１－６）。 

 

図３－１－６ 資源化（リサイクル）量の推移 

   イ びん・缶・ペットボトルの資源化（リサイクル）量 

    南空知リサイクルパークに搬入されたびん・缶・ペットボトルから資源化される 

   量は減少傾向にあり、平成２７年度以降、1５０ｔ／年で推移しています。（図３－１ 

   －７） 

 

図３－１－７ びん・缶・ペットボトルの資源化（リサイクル）量の推移 
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   ウ 集団資源回収量・実施団体数の推移 

    本町では町内会や育成会等の団体が集団で回収する新聞・雑誌・段ボール他 

   などを対象に、その資源回収量に応じて、１㎏あたり３円の奨励金を実施団体に 

   交付しています。（図３－１－８） 

    近年、実施団体数は横ばいに推移していますが、回収量は減少傾向にありま 

   す。 

 

 

図３－１－８ 集団資源回収量・実施団体数の推移 
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 ４ ごみ処理の費用 

  ⑴ 歳入 

   ごみ処理に係る財源は、指定ごみ袋の販売収入などの「手数料及び使用料」、 

  再生資源の売却収入などの「その他収入」と町税等の「一般財源」によって賄われ 

  ます。 

   近年、ごみ処理経費（歳入）全体はほぼ横ばいとなります。（図３－１－９） 

 
図３－１－９ ごみ処理経費（歳入）の推移 

  ⑵ 歳出 

   ごみ処理経費（歳出）は近年減少傾向にあり、委託費の割合がごみ処理経費（歳 

  出）の９９％以上を占めています。（図３－１－１０） 

 

図３－１－１０ ごみ処理経費（歳出）の推移 
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 ５ ごみ処理の水準 

  本町の平成２７年度から平成３０年度のごみ処理の実績を「１人あたりのごみ処理 

 費用（図３－１－１１）」、「１人１日あたりのごみの排出量（図３－１－１２）」「リサイクル 

 率（図３－１－１３）」の項目別に全国、全道との比較を行いました。 

  「一人あたりのごみ処理費用」、「一人一日あたりのごみ排出量」及び「リサイクル 

 率」は各年度、全国平均、北海道平均ともに下回っています。（平成３１年度環境省 

 一般廃棄物処理実態調査） 

 

図３－１－１１ １人あたりのごみ処理費用 

 

図３－１－１２ １人１日あたりのごみ処理量 
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図３－１－１３ リサイクル率 

 

 ６ これまでの取り組み 

  ⑴ ごみ減量化の取り組み 

   ア びん・缶・ペットボトル 

   イ 集団資源回収 

   ウ 廃蛍光管等 

    「燃えないごみ」と別に収集し、再生事業者へ引き渡し、再資源化しています。 

   エ 廃乾電池 

    乾電池には、水銀、カドミウム、鉛、亜鉛などの有害金属が多く含まれているも 

   のもあり、土壌や地下水の汚染を招きかねないことから、町内の公共施設等に 

   回収ボックスを設置、回収し、再生事業者に引き渡し、再資源化しています。 

   オ 繊維リサイクル 

    町内の公共施設等に回収ボックスを設置して、衣類・タオル地の製品を回収 

   し、再生事業者に引き渡し、再資源化しています。 

   カ 廃食用油リサイクル（ＢＤＦ）事業 

    使用済み天ぷら油などの廃食用油を回収し、ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）と 

   してリサイクルしています。 

   キ 小型家電リサイクル 

    家庭で使用した小型家電で回収ボックスの投入口（３０ｃｍ×３０ｃｍ）に入る大 

   きさの小型家電を回収しています。 

   ク インクカートリッジリサイクル 

    プリンターメーカー、日本郵政グループが共同で行う「インクカートリッジ里帰 
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   りプロジェクト」に本町も参加し、これまで「燃やせないごみ」として処分していた 

   パソコンプリンターのインクカートリッジを町内の公共施設等に回収ボックスを設 

   置して、リサイクルを行っています。 

    回収ボックスに投函されたカートリッジは、仕分け会社に送られ、ここでメー 

   カーごとに分別されて、再利用・再資源化されます。 

 

 ７ ごみ処理の課題 

  本町のごみ処理の現状は、「町民１人１日あたりの家庭系ごみ排出量」は近年６３０ 

 ｇ／人・日前後で横ばいに推移しており、全国平均、全道平均値をともに下回って 

 います。同様に「事業系ごみ排出量」も増減を繰り返しながら推移しており、全国平 

 均、全道平均値をともに下回っています。 

  「リサイクル率」は近年微減傾向にあり、全道平均からは下回っていますが、平成 

 ２７年度、平成２８年度についてはほぼ全国平均に沿う形で推移しています。 

  「ごみ処理費用」は、近年増加傾向にありますが、「町民１人あたりのごみ処理費 

 用」は全国平均、全道平均をともに下回っており、またごみ処理費用の歳入に占め 

 る町民及び事業者からの「使用料及び手数料」の割合は、平成３０年度実績で約１ 

 ８％となっています。 
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第２節 ごみ処理行政の動向 

 １ 循環型社会の形成推進のための国の施策体系 

  循環型社会の形成推進のための国の施策体系は図３－２－１のとおりです。 

  主な法律、計画の概要は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 

   循環型社会              自然共生型社会 
                安全 
              低酸素社会 

 
 
 
 
 
〇 基本原則 
〇 国、地方公共団体、事業者、国民の責務  
〇 国の責務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （廃棄物の適正処理）                       （リサイクルの推進） 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－２－１ 循環型社会の形成の推進のための国の施策体系 

 

環境基本法 

環境基本計画 

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法） 

循環型社会形成推進基本計画 国の他の計画の基本 

社会の物質循環の確保 
天然資源の消費の抑制 
環境負荷の低減 

（廃棄物の適正処理） 

廃棄物処理法 

①廃棄物の排出抑制 
②廃棄物の適正処理（リサイクル含む。） 
③廃棄物処理施設の設置規制 
④廃棄物処理業者に対する規制 
⑤廃棄物処理基準の設定 等 

環境大臣が定める基本方針 

廃棄物処理施設整備計画 

資源有効利用促進法 

①再生資源のリサイクル 
②リサイクル容易な構造・材質等の工夫 
③分別回収のための表示 
④副産物の有効利用の促進 

（リサイクルの推進） 

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法 

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法 

食
品
リ
サ
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ク
ル
法 

建
設
リ
サ
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ク
ル
法 

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法 

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法 

個別物品の特性に応じた規制 

グリーン購入法（国等が率先して再生品などの調達を推進） 
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  ⑴ 環境基本法 

名  称 環境基本法 

公  布 平成５年１１月 

最終改正 平成３０年６月 

目  的 第１条  

この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方

公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保

全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国

民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢

献することを目的とする。 

基本理念 ① 環境の恵沢の享受と継承等 

② 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等 

③ 国際的協調による地球環境保全の積極的推進 

 

  ⑵ 第五次環境基本計画 

名  称 環境基本計画 

根 拠 法 環境基本法 第十五条 

 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、環境の保全に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」と

いう。）を定めなければならない。 

当初策定 平成６年１２月 

最終改正 平成３０年４月（第五次環境基本計画） 

重点戦略 優先的に取り組む重点分野 

① 持続可能な生産と経費を実現するグリーンな経済システムの 

 構築 

② 国土のストックとしての価値向上 

③ 地域資源を活用した持続可能な地域づくり 

④ 健康で心豊かな暮らしの実現 

⑤ 持続可能性を支える技術の開発・普及 

⑥ 国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パー 

 トナーシップの構築 

重点戦略を

支える 

環境政策 

① 気候変動対策 

② 循環型社会の形成 

③ 生物多様性の確保・自然共生 

④ 環境リスクの管理 

⑤ 基盤となる施策 

⑥ 東日本大震災からの復興・創成及び今後の大規模災害発災時 

 の対応 

⑦ 国際的な取組の推進 
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  ⑶ 循環型社会形成推進基本法 

名  称 循環型社会形成推進基本法 

公  布 平成１２年６月 

最終改正 平成２４年６月 

目  的 第１条  

この法律は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の基本理念

にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに

国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、

循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国

民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

循環型社会

の定義 

第２条 

 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となること

が抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれ

について適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環

的な利用が行われない循環資源について適正な処分（廃棄物（ごみ、

粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死

体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。

以下同じ。）が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への

負荷ができる限り低減される社会をいう。 

 

  ⑷ 循環型社会形成推進基本計画 

名  称 循環型社会形成推進基本計画 

根 拠 法 循環型社会形成推進基本法 第十五条 

 政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画（以下「循環

型社会形成推進基本計画」という。）を定めなければならない。 

当初策定 平成１５年３月 

最終改正 平成３０年４月（第五次環境基本計画） 

重点戦略 ① 持続可能な社会づくりとの総合的取組 

② 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化 

③ ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

④ 適正処理の更なる推進と環境再生 

⑤ 万全な災害廃棄物処理体制の構築 

⑥ 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進 

⑦ 循環分野における基盤整備 

取組指標 

一般廃棄物 

２０２５年度目標 

① 「１人１日あたりのごみ排出量（計画収集量、直接搬入量、 

 集団回収量を加えた一般廃棄物の排出量を、１人１日あたり 

 に換算）を２０２５年度で約８５０ｇ／人・日、「１人１日あたりの 
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 家庭系ごみ排出量」を２０２５年度で約４４０ｇ／人・日とする。 

② 集団回収量、資源ごみ等を除いた値を「１人１日あたりに家庭か 

 ら排出するごみの量」とし、２０２５年度で約４４０ｇ／人・日とする。 

 

  ⑸ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

名  称 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

公  布 昭和４５年１２月 

最終改正 令和元年６月 

目  的 第１条  

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、

保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔

にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを

目的とする。 

一般廃棄物 

処理計画 

第６条 

 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画

（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該

市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

 一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

 二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

 三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の 

 三 区分 

 四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施するものに関する 

 三 基本的事項 

 五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

３ 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるにあたつては、当該

市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町

村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。 

４ 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 
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  ⑹ 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な 

推進を図るための基本的な方針 

名  称 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るための基本的な方針 

根 拠 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条の二 

 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減

量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなけれ

ばならない。 

当初策定 平成１３年５月 

最終変更 平成２８年１月 

一般廃棄物

の減量化の

目標量 

令和２年度目標 

① 排出量 

 平成２４年度比約１２％削減 

② 再生利用率 

 約２７％に増加 

③ 最終処分量 

 平成２４年度比約１４％削減 

④ １人１日あたりの家庭系ごみ排出量 ５００ｇ 

 

  ⑺ 廃棄物処理施設整備計画 

名  称 廃棄物処理施設整備計画 

根 拠 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条の三 

当初策定 平成１５年１０月 

最新計画 平成３０年６月 

重点目標 ２０２２年度目標 

① ごみのリサイクル率 

 ２１％（２０１７年度見込み）→２７％（２０２２年度） 

② 一般廃棄物最終処分場の残余年数 

 ２０１７年度の水準（２０年分）を維持する。 

③ 期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値 

 １９％（２０１７年度見込み）→２１％（２０２２年度） 

④ 廃棄物エネルギー地域を含めた外部に供給している施設の割合 

 ４０％（２０１７年度見込み）→４６％（２０２２年度） 

⑤ 浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率 

 ５３％（２０１７年度見込み）→７０％ 

⑥ 浄化槽整備区域内の合併処理浄化槽の基数割合 

 ６２％（２０１７年度見込み）→７６％（２０２２年度） 

⑦ 省エネ型浄化槽の導入によるＣＯ２排出量削減 

 ５万ｔＣＯ２（２０１７年度見込み） 

→１２万ｔＣＯ２(２０２２年度) 
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  ⑻ 資源の有効な利用の促進に関する法律 

名  称 資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法） 

公  布 平成３年４月 

最終改正 平成２６年６月 

目  的 第１条 

 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国に

おいて、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されてい

ることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部

分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利

用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確

保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するた

め、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再

生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国

民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

概  要 １）事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を

強化するとともに、２）製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の

発生抑制（リデュース）対策や、３）回収した製品からの物品等の再使

用（リユース）対策を新たに講じ、また産業廃棄物対策としても、副産

物の発生抑制（リデュース）、リサイクルを促進することにより、循環型

経済システムの構築を目指す。 
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 ２ 北海道の計画 

  ⑴ 北海道廃棄物処理計画 

名  称 北海道廃棄物処理計画 

根 拠 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条の五 

 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃

棄物の減量その他その適正な処理に関する計画（以下、「廃棄物処理

計画」という。）を定めなければならない。 

当初策定 平成１３年１２月 

最終改定 令和２年３月 

適正処理

に関する目

標(一般廃

棄物) 

項目 区分 現状 

平成２９年度 

目標 

令和６年度 

⑴排出抑制 一般廃棄物の

排出量 

１，８７３千ｔ １，７００千ｔ(約１

０％削減)以下 

１人１日あたりの

ごみ排出量 

９６１ｇ／人・日 ９００ｇ／人・日

以下 

１人１日あたり家

庭から排出する

ごみの量 

５９８ｇ／人・日 

（４５３ｇ／人・日）

※ 

５５０ｇ／人・日

以下 

⑵適正な循環

的利用 

一般廃棄物のリ

サイクル率 

２４．３％ ３０％以上 

⑶適正処分の

確保 

一般廃棄物の

最終処分量 

３１６千ｔ ２５０千ｔ（約２

０％削減）以下 

⑷バイオマス

の利活用（産

業廃棄物を含

む） 

廃棄物系バイオ

マス利活用率

（排出量ベース

（炭素換算量）） 

８９．８％ ９０％以上 

※括弧内の数値は、資源ごみを除いて算出した値です。 
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 ３ 本町の条例 

   ⑴ 当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例 

名  称 当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例 

制  定 平成１８年３月 

最終改正 平成２６年３月 

目  的 第１条 

 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、資源化・再利用を促進すると

ともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の環境を清潔に保持す

ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町

民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。 

概  要 町の責務、町民の責務、事業者の責務、一般廃棄物の処理計画、クリ

ーン当別推進審議会の設置、清潔の保持、町が処理する一般廃棄

物、一般廃棄物の事故処理、多量の一般廃棄物、町民等の協力義

務、事業系一般廃棄物の処理、適正処理困難物の指定、一般廃棄物

の処理手数料、処理手数料の減免、一般廃棄物処理業許可申請手

数料等、過料、報告の徴収、立入検査、事務委託、委任について定め

ている。 

 

 ４ 上位計画等のごみ減量化・資源化の目標値 

  本計画の上位計画に位置する国と北海道の計画におけるごみ減量化・資源化の 

 目標値は、表３－２－１のとおりです。 

 

表３－２－１ 上位計画等のごみ減量化・資源化の目標値 

項目 循環型社会形成推進基本計画 北海道廃棄物処理計画 

策定年月 平成２５年５月 平成２７年３月 

目標年度 令和７年度 令和６年度 

一般廃棄物の

排出量 

平成１２年度に対して 

約７７％削減 

平成２９年度に対して 

約１０％削減 

１人１日あたり

のごみ排出量 

約８５０ｇ／人・日 ９００ｇ／人・日以下 

１人１日家庭系

排出量※ 

約４４０ｇ／人・日 ５５０ｇ／人・日以下 

リサイクル率 ― ３０％以上 

最終処分量 ― 平成２９年度に対して約２０％削減 

※集団回収、資源ごみを除く。 
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第３節 ごみ処理基本計画 

 １ ごみ処理の基本方針 

  本計画は、人と自然が共生できる循環型社会の形成に向けて、廃棄物による環 

 境への負荷をできる限り低減するため、町民・事業者・行政の協働によりごみの減 

 量化及びその適正な処理等の推進を図るための基本方針として以下の項目を掲 

 げます。 

 

  ⑴ ごみ減量・リサイクルの意識啓発 

   近年における地域住民の環境問題への関心の高まりとともに、町民や事業者の 

  意識は変わりつつありますが、ごみ問題への関心度には温度差がみられるのが 

  実情です。 

   地球規模の環境問題から、当別町におけるごみ処理の現状まで、町民一人ひ 

  とりが知識を身につけ、具体的な行動につながる意識改革が必要です。 

  本町で進めてきた資源ごみの回収及び３Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リ 

  ユース）、再生利用（リサイクル））への取り組みなど、ごみの減量化に対する実績 

  を活かして、更なる減量化を進め、限りある資源を大切に利用する循環型社会の 

  構築に努めていきます。 

 

  ⑵ ごみ減量 

   家庭や事業所などから排出されるごみの発生を抑制するためには、製造事業者 

  におけるすぐにごみとならない商品の製造、販売事業者における過剰包装の抑制、 

  不必要な容器の使用抑制、消費者におけるごみにならない商品の選択など、製造、 

  販売、消費の各段階で考えて取り組むことが大切です。 

   町民や、事業者におけるごみの減量に向けた取り組みを促進するため、家庭系 

  ごみの減量、事業ごみの減量、再使用、再利用に関する取り組みを行っていきま 

  す。 

 

  ⑶ リサイクル 

   家庭や事業所等から排出される燃やせるごみや燃やせないごみ、燃えないごみ 

  中には、資源ごみとして分別している空き缶、空きびん、ペットボトルなどが分別さ 

  れずに排出されているものもまだありますので、現在のごみ出しルールによる分 

  別の徹底を行っていきます。 

   毎月のステーション回収及び、集団資源回収による古紙回収を継続するととも 

  に、資源物として活用できるものは民間リサイクル施設を活用するなど、新たなリ 

  サイクルの取り組みを積極的に行っていきます。 
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  ⑷ 適正なごみ処理 

   ごみの処理については、公衆衛生や生活環境の保全上支障のないよう適切に 

  行っていく必要があります。 

   ごみの収集・運搬・中間処理・最終処分の各段階において、環境への配慮を優 

  先しつつ、精度の高い安全・安心なごみ処理を行っていきます。 

   また、町内から発生する再生可能な資源の有効利用について、町内事業者等 

  の取り組みを積極的に支援し、地域に根ざした循環型社会を形成するための取 

  り組みを行っていきます。 

 

 ２ 行政・事業者・町民の役割 

  ごみの減量やリサイクルを推進していくためには、それぞれの立場で、それぞれ 

 の役割を果たし、町民・事業者が行政と一体となった協働の取り組みが必要です。 

 

  ⑴ 行政 

   町は、循環型社会の構築に向けて、町民や事業者のごみ減量のための行動が 

  円滑に行われるように、ごみ減量やリサイクルの意識啓発を積極的に推進し、ご 

  み減量やリサイクル活動に対する町民や事業者の自発的な取り組みへの支援を 

  行い、町民・事業者との連携を強化するとともに、環境に配慮した適正なごみ処 

  理を推進していきます。 

 

  ⑵ 事業者 

   事業者は、ごみの排出事業者として、その処理に責任があることを認識し、循環 

  型社会の形成に向けて事業活動を見直し、ごみの減量化やリサイクル型経営へ 

  の方向転換を図り、環境負荷の低減に配慮した商品の開発や販売に努めるとと 

  もに、廃棄物の有効利用を進め、ゼロエミッション（※）社会の実現を目指す行動 

  を行っていきます。 

 

  ⑶ 町民 

   町民一人ひとりが、自らごみの排出者であることを認識し、ごみの減量化や再 

  使用・再利用を優先したライフスタイルへの移行、ごみ減量のための工夫や資源 

  化等に努め、町内会等が実施する集団資源回収等にも積極的に参加し実践する、 

  責任ある行動を行っていきます。 

（※）ゼロエミッション：ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として

利用することにより、廃棄物の排出量（エミッション）をゼロにする循環型産業システ

ムの構築を目指すもの。（環境省：循環型白書より） 
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 ３ ごみ排出量の将来予測 

  ごみ排出量の将来予測は、家庭から排出され町が収集する家庭系ごみと、主に 

 事業所から排出される事業系ごみに分けて予測を行います。 

  家庭系ごみは人口の変動により変化することから、過去のごみ量から町民１人が 

 １日に排出する平均的なごみ量である排出量原単位を求め、人口の予測と排出量 

 原単位の予測をそれぞれ行い、将来の計画家庭系ごみ量を求めます。 

  また、事業系ごみ量は、事業活動の変化に伴い発生量が増減するため、家庭系ご 

 みとは異なり、年間排出量により予測を行います。 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理量 

 

図３－３－１ ごみ排出量将来予測フロー 

 

排出量原単位（ｇ／人・日）＝ 

 

計画収集区域 

内人口の予測 

排出原単位

の予測 

事業系ごみ量

の予測 

 

計画家庭系ごみ量 

 

ごみ排出量の予測 

燃やせるごみ 燃やせないごみ 燃えないごみ 粗大ごみ 資源ごみ 

排出ごみ量（ｔ／年）×１，０００，０００（ｇ／ｔ） 

計画収集区域内人口（人）×年間日数（日／年） 

危険ごみ 

処理実績 
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  ⑴ ごみ発生量及び処理量の見込み 

   ア 家庭系ごみの排出量原単位の将来予測 

    １人が１日に平均排出するごみ量である排出量原単位の推移は、平成２７年 

   度以降は多少の増減を繰り返してはおりますが、ほぼ横ばい状態であり、今 

   後についても大きな変化はないものと予測します。 

    予測値算出については、人口将来予測から積算した収集ごみ及び直接搬入 

   ごみの合計となります。 

 

 

図３－３－２ 当別町の家庭系ごみ排出量原単位の将来予測結果 
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   イ 事業系ごみの排出量の将来予測 

    事業系ごみの排出量の推移は、社会情勢や景気動向に大きく左右される場合 

   があることから、これらの影響を考慮して正確に将来予測を行うことは、難しい 

   ところであります。 

    今回の将来予測につきましては、過去５年間の平均値を数値としております。 

    今後予測結果を達成するためには、ごみの排出抑制に対する日頃の取り組み 

   や分別の徹底が重要になります。 

 

 

図３－３－３ 当別町の事業系ごみの排出量の将来予測結果 
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 ４ ごみ減量・リサイクル率目標 

  ⑴ 減量目標 

   ア 家庭系ごみ排出量原単位の減量目標 

    令和２年３月に北海道の公表した生活系原単位（家庭ごみ原単位）の平成２９ 

   年度実績５９８ｇ／人・日を上回っており、今後は更なる減量を目指し、令和１２ 

   年度で６１９ｇ／人・日とすることを減量目標とします。 

 

目 標 値 

家庭系ごみ排出量原単位 ６１９ｇ／人・日 

令和７年度までに令和元年度実績より１％減量、 

令和１２年度までに更に１％の減量 

 

 

図３－３－４ 当別町の家庭系ごみ排出量原単位の減量目標 

 

表３－３－１ 北海道の原単位目標 

北海道廃棄物処理計画（令和２年３月） 

生活系原単位      ５５０ｇ／人・日以下（令和６年度目標値） 
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   イ 事業系ごみ排出量の減量目標 

    推計結果から、事業系ごみ排出量は過去５年間の平均値を数値としており、 

    横ばいで推移すると予測しましたが、これを減少方向へ変えるためにも、継続 

   的な取り組みを実施する必要があります。 

    令和１２年度の目標数値を８６１ｔ／年とします。 

 

目 標 値 

事業系ごみ排出量 ８６１ｔ／年 

令和７年度までに令和元年度実績より５％減量、 

令和１２年度までに更に５％の減量 

 

 

図３－３－５ 当別町の事業系ごみ排出量の減量目標 
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   ウ ごみ排出量合計の減量目標 

    家庭系ごみ排出量原単位の減量目標と総合計画に基づく人口推計から、家庭 

   系ごみ量は減少し、事業系ごみの減量目標を達成することで、令和１２年度の予 

   測量４，６５３ｔに対し、約１７７ｔの減量となります。また、令和元年の年間排出量 

   実績である４，６14ｔに対しては約１３８ｔの減量となり、達成すると令和元年度 

   から令和１２年度の１２年間で約２．９９％の削減となります。 

 

目 標 値 

ごみ排出量 ４，４７６ｔ／年 

（R1～R12 の１２年間で約２．９９％削減） 

家庭系ごみと事業系ごみの合計 

 

 

図３－３－６ ごみ排出量の減量目標 

 

ごみ排出量目標（ｔ／年） 

＝ 計画人口（人）×家庭系ごみ排出原単位目標（ｇ／人・日） 

×３６５（日／年）×１，０００，０００（ｔ／ｇ） 

＋事業系ごみ排出量の減量目標（ｔ／年） 
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 ⑵ リサイクル率目標 

  直接資源化量の減少に伴い、リサイクル率は年を追うごとに減少の傾向にありま 

 す。今後は燃やせないごみ、燃えないごみの発生量を削減し、リサイクル可能なも 

 のを増やす取り組みをすることで、リサイクル率３０％を目標とします。 

 

目 標 値 

リサイクル率：３０％ 

令和７年度までに国の示す目標である２７％、 

令和１２年度までに北海道の目標値である３０％へ 

 

 

図３－３－７ リサイクル率目標 

 

  表３－３－２ 国、北海道のリサイクル率目標値 

廃棄物の減量に関する国の目標量（平成２８年） 

再生利用率        ２７％ 

北海道循環型社会形成推進基本計画（令和２年３月） 

一般廃棄物のリサイクル率 ３０％ 

 

 

  リサイクル率（％）＝ 

 

資源化量  ＋ 集団回収量 

ごみ処理量 ＋ 集団回収量 
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第４章 生活排水処理基本計画 

第１節 生活排水処理の現状 

 １ 生活排水処理体系 

  ⑴ 生活排水処理体系の現状 

   生活排水は、一般家庭から排出される汚水（し尿と生活雑排水）を示しており、 

  工場排水、雨水、その他の特殊な排水は除かれます。 

 

          （一般家庭生活から生ずる排水の総称） 

 

                 （台所・風呂等から生ずる排水） 

 

 

図４－１－１ 生活排水の定義 

   本町の生活排水は、当別町市街には公共下水道事業により処理を行っていま 

  す。 

   さらに、下水道計画区域外では浄化槽による処理を進めています。 

   行政区域内での生活排水の処理体系を図４－１－２に示します。 
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合併処理浄化槽

 

図４－１－２ 生活排水の処理体系 

生活排水 

生活雑排水 

し   尿 
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  ⑵ 処理形態別人口 

   処理形態別人口とは、計画処理区域内人口に対して、下水道や農業集落排水、 

  浄化槽などの処理施設別の処理人口（水洗化人口）で整理したものです。処理形 

  態別人口のうち、下水道や浄化槽など水洗化され、かつ生活雑排水を処理してい 

  る人口の計画処理区域内人口に対する割合が生活排水処理率として定義され、 

  生活排水処理の指標として用いられます。 

   本町の生活排水の処理形態別人口の推移を表４－１－１に示します。 

   本町の生活排水は、主に公共下水道事業によって処理されています。これらの 

  事業による水洗化人口は、行政区域内人口に対して８３．１％となっています。 

   これに浄化槽による処理人口とあわせると８６．６％の生活排水が適正に処理さ 

  れています。（数値は令和２年９月１６日現在） 

 

表４－１－１ 処理形態別人口推移                     （単位：人） 

項 目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

1.計画処理区域内人口 17,377 17,100 16,701 16,470 16,240 15,972 15,731 

2.水洗化・生活雑排水処理人口 14,728 14,504 14,103 14,033 13,992 13,787 13,623 

 ⑴ コミュニティ・プラント － － － － － － － 

⑵ 合併処理浄化槽 461 478 518 463 576 551 548 

⑶ 下水道 14,267 14,026 13,585 13,570 13,416 13,236 13,075 

⑷ 農業集落排水施設 － － － － － － － 

3.水洗化・生活雑排水未処理人口 

(単独処理浄化槽) 
－ － － － － － － 

4.非水洗化人口 2,649 2,596 2,598 2,437 2,248 2,185 2,108 

5.計画処理区域外人口 － － － － － － － 

※ なお、３．水洗化・生活雑排水未処理人口は、４．非水洗化人口に含まれます。 
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 ２ 集合処理の概要 

  ⑴ 公共下水道 

   本町の公共下水道の排水排除方法は分流式を採用しており、公共下水道事業 

  計画に基づき整備が進められております。 

   下水道計画区域は、大きく本町地区と西部地区に分かれており、基本的に次に 

  示す方針により設定されています。 

   ① 現行都市計画区域において用途地域の指定が予定されている区域 

   ② 用途地域に隣接し、かつ将来的に市街地により用途地域の指定がなされる 

  ②  ものと予測される区域 

   ③ 大規模な宅地開発され、かつ下水道施設への取り込みが効果的であること 

    ②が予測される区域（スウェーデンヒルズ） 

 

 表４－１－２ 当別町下水道事業計画の概要 

（令和２年 当別町上下水道課） 

処理区名 計画処理区域面積（ha） 計画処理人口（人） 

全体計画 

（R 元） 

認可計画

（R12） 

全体計画 

（R 元） 

認可計画

（R12） 

当別 

処理区 
655 645 14,110 14,110 

(※現計画の数値であるが、総合計画及び都市計画マスタープランでも計画人口の

見直しを行っており、下水道計画も現在見直し作業中) 

 

 表４－１－３ 下水道計画区域面積 

項 目 本町地区 西部地区 計 

行政区域(ha) 42,012 42,012 

都市計画区域(ha) 17,969 17,969 

下
水
道
計
画
区
域 

令和１2 年度 

土地利用構想区域（ha） 
394 224 618 
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表４－１－４ 公共下水道の整備状況 

項 目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

行政区域人口（人） 17,377 17,100 16,701 16,470 16,240 15,972 15,731 

許可区域面積（ha） 645 645 645 645 645 645 645 

整備区域面積（ha） 509 509 509 509 509 509 509 

処理区域内人口（人） 14,904 14,632 14,302 14,123 13,941 13,736 13,563 

水洗化人口 

及び普及率 

（人） 

（％） 

14,267 

85.8 

14,026 

85.6 

13,585 

85.6 

13,570 

85.7 

13,416 

82.6 

13,236 

82.8 

13,075 

83.1 

管渠 

延長 

汚水（km） 117.7 117.7 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 

雨水（km） 56.7 56.7 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 

合計（km） 174.4 174.4 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 

 

  ⑵ 農業集落排水事業 

   本町の農業集落排水事業は、農村地区の生活環境の改善を図るとともに公共 

  用水域の水質を保全することを目的として、太美地区を対象に平成元年度に着工 

  し、計画戸数５６６戸で、計画人口は２，１３０人です。なお、平成２４年度に公共下 

  水道との統合をしております。 

 

  ⑶ みどり野地区の整備状況 

   みどり野地区は、昭和４８年より民間業者が特定開発行為にて宅地造成を行い、 

  昭和５６年に完成しました。 

   当別みどり野下水処理場は昭和５０年より運転開始をし、開発業者が運転管理 

  を行っていましたたが、昭和６２年に公共施設の帰属により下水道施設について 

  も当別町が引き継ぎ、運転管理業務を行い、現在に至っています。 

   現在、公共下水道計画の見直しにより、当該地区については公共下水道計画の 

  区域として統合しております。 
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表４－１－５ みどり野地区の概要 

              （令和元年度末 当別町上下水道課） 

面積 37ha 

宅地数 864 区画 

水洗化人口 2８１人 

処理場名 当別みどり野下水処理場 

処理方式 標準活性汚泥法 

計画処理人口 350 人 

処理能力 360 ㎥/日 

排除方式 分流式 

運転開始年 昭和 50 年 
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 ３ 個別処理の概要 

  公共下水道事業等による生活排水処理が困難な地域において、浄化槽の普及促 

 進を図るため、浄化槽設置整備事業を実施しています。 

  同事業の概要は表４－１－６に示す通り、公共下水道事業の処理区域外の地域で 

 浄化槽を設置する場合に、浄化槽の設置人槽に応じて補助金を交付するものです。 

 

   ⑴ 浄化槽設置整備事業 [個人設置型] (以下「合併事業」といいます。) 

    浄化槽設備整備事業は、下水道未整備地域における雑排水による公共用水 

   域の汚濁など生活環境の悪化に対処することを目的として、下水道認可区域外 

   の地域を対象に行う事業で、環境省の交付金事業です。事業実施主体は環境 

   省です。 

    本事業の設置主体及び維持管理主体は個人ですが、本事業を実施している 

   市町村の中には、維持管理組織の運営を支援、あるいは下水道等の利用者との 

   公平性を考慮して、浄化槽の維持管理費用を助成するケースもあります。 

    北海道内では７７市町村で事業を実施しています。 

 

   ⑵ 浄化槽市町村整備推進事業 [市町村設置型] 

    浄化槽市町村整備推進事業は、市町村が設置主体及び維持管理主体の事業 

   であり、下水道予定処理区域以外の地域であって、基本的に単年度２０戸(北海 

   道は１０戸)以上の設置を行う環境省の交付金事業です。国の基準を上回る事 

   業費用が発生した場合に下水道事業債が充当されます。 

    本事業は、本体費用、設置工事費、積雪加重対策、凍結防止対策に必要な事 

   業費が対象で、１０分の１の受益者分担金を徴収することになります。また、基準 

   を上回る事業費についても１０分の１が受益者負担になります。 

    北海道内では７市町村で実施しています。 

 

   ⑶ 個別排水処理施設整備事業[市町村設置型] 

    個別排水処理施設整備事業は、市町村が設置主体及び維持管理主体の事業 

   で、下水道や農業集落排水施設等の集合処理区域の周辺地域を対象区域とし、 

   基本的に年間２０戸未満の設置を行う総務省の補助事業です。 

    本事業は、本体費用、設置工事費、積雪加重対策、凍結防止対策に必要な事 

   業費が対象で、１０分の１の受益者分担金を徴収することになります。 

    北海道内では３４市町村で実施しています。 
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区分 個人設置型 市町村設置型 

事業名 浄化槽設置整備事業 浄化槽市町村整備推進事業 

（特定地域生活排水処理事業） 

個別排水処理施設整備事業 

補助内容 国庫補助事業(交付金) 

【環境省所管】 

国庫補助事業 (交付金)【環境省所管】 

基準額を超える部分は地方単独事業 

地方単独事業【総務省所管】 

設置・維持 

管理主体 

個人 市町村 市町村 

対象地域 下水道の認可を受けた計画に定められた予

定処理区域以外の地域 

下水道の認可を受けた計画に定められた予

定処理区域以外の地域であって、次のいず

れかの地域に該当し、単年度 20 戸（北海道

は 10 戸）以上の住宅について浄化槽を整備 

○過疎地域又は振興山村で、汚水衛生処理

率が 65％未満の地域 

○自然公園地域（国立・国定公園） 

○浄化槽による汚水処理が経済的・効率的

な地域として環境大臣が認める地域 

① 下水道や農業集落排水施設等の集合処

理区域の周辺地域で単年度当り 20 戸未満

の住宅について合併処理浄化槽を整備 

② 浄化槽市町村整備推進事業の対象地域

において、排水を面的に処理するものとして

単年度当り 20 戸未満の住宅について浄化

槽を整備 

 

国 庫 

補助金等 

① 補助率:基準額 1/3 

② 補助対処範囲 

浄化槽法(昭和 58 年 5 月 18 日法律第 43

号)第 4 条第 2 項の規定による構造基準に適

合し、かつ、平成 18 年 4 月 21 日環廃対発第

060121004 号「浄化槽設置整備事業実施

要綱の取扱いについて」に該当する浄化槽、

変則浄化槽又は浄化槽の改築であること。 

① 補助率:基本額×1/3 

② 補助対象範囲 

浄化槽法(昭和 58 年 5 月 18 日法律第 43

号)第 4 条第 2 項の規定による構造基準に適

合し、かつ、平成 18 年 4 月 21 日環廃対発

第 060121004 号「浄化槽設置整備事業実

施要綱の取扱いについて」に該当する浄化

槽、変則浄化槽又は浄化槽の改築であるこ

と。 

⑴ 本体費用及び設置に必要な工事費 

⑵ 積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要

な工事費 

地方単独事業 

交付税及び起債措置 

① 対象範囲 

⑴ 本体費用及び設置に必要な工事費 

⑵ 積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要

な工事費 

② 戸数 

単年度 20 戸以上であっても地域の実情に

よりやむを得ない場合は対象とする。(弾力

的運用) 

 

基準額 5 人槽 

6～7 人槽 

8～10 人槽 

11～20 人槽 

21～30 人槽 

31～50 人槽 

51 人槽～ 

 

 

352 

441 

588 

1,002 

1,545 

2,129 

2,429 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

 

5 人槽 

6～7 人槽 

8～10 人槽 

11～15 人槽 

16～20 人槽 

21～25 人槽 

26～30 人槽 

31～40 人槽 

41～50 人槽 

882 

1,104 

1,495 

2,191 

2,937 

3,491 

4,271 

4,743 

5,993 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

(千円) 

上記対象範囲に必要な額 

地方債 なし 事業費の 17/30 に下水道事業債を充当、基

準額を上回る事業費(地方単独事業)に下水

道債充当 

事業費の 60％に下水道事業債を充当(通常

分)、H9からは事業費の30％に下水道事業

債(臨時措置分)を充当 

地方交付税 財政力指数に応じて地方負担の最大 80％を

特別交付税で措置 

元利償還金の 44％を事業費補正で措置 元利償還金の 44％を事業費補正、臨時措置分は

元利償還金の 100％を事業費補正で措置 

受益者負担金等 なし 地方自治法第 224 条「分担金」を根拠に徴収 地方自治法第 224 条「分担金」を根拠に徴収 

モデル図 

 

 

内は 

基準額 

 

 

 個人負担 60％ 

1/3 
市
町
村
補
助 

国費補助 

40％ 

2/3 
市町村 
特別交付税 ～

80％ 
 

 

 国費補助金 1/3 

17/30 
下水道事業債 

(44%交付税措
置) 2/3 

1/10 受益者分担金 

上
回
る
事
業
費 

下水道事業債 
(44%交付税措

置) 
90％ 

受益者分担金 10％ 
 

 

90％ 

下水道事業債 
(臨時措置分) 

(H8 までは一般 
会計繰出金) 

(100％交付税措置) 

30％ 

下水道事業債 
(44%交付税措置) 

60％ 

10％ 受益者分担金 10％ 
 

H30 道内実施 77 市町村 7 町村 34 市町村 

表４－１－６ 浄化槽整備事業の概要（北海道資料） 
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表４－１－７ 当別町浄化槽設置数 

 

【単独処理浄化槽】 

▼一般住宅の単独処理浄化槽設置状況    (令和元年度 当別町環境生活課) 

人槽 5 6 7 8 10 11～ 計 

基数 8 基 8 基 19 基 22 基 52 基 2 基 111 基 

 

▼公共施設、民間施設の単独処理浄化槽設置状況 (令和元年度 当別町環境生活課) 

人槽 5 6 7 8 10 11～２０ 21～５０ 51～ 計 

基数 １基 1 基 １基 1 基 ２基 2 基 12 基 １基 21 基 

 

【合併処理浄化槽】 

▼一般住宅の合併処理浄化槽設置状況     (令和元年度 当別町環境生活課) 

人槽 5 6 7 8 10 11～ 計 

基数 44 基 8 基 59 基 5 基 19 基 1 基 1３６基 

 

▼公共施設、民間施設の合併処理浄化槽の設置状況(令和元年度 当別町環境生活課) 

人槽 5 6 7 8 9 10 

基数 ４基 1 基 4 基 1 基 1 基 11 基 

 

人槽 11～50 51～100 101～500 501～1000 1001～ 計 

基数 9 基 4 基 7 基 4 基 1 基 4７基 
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表４－１－８ 関連している法令等 

法 令 内 容 

浄化槽法 ① 浄化槽構造基準→設置工事・保守点検・清掃に関する技術上の基準及びその

遵守義務(性能・構造は建築基準法による。) 

② 設置にあたっての届出義務 

③ 浄化槽管理者の法的義務 

④ 浄化槽製造業者は、浄化槽型式に関して国土交通大臣の認可を受けなければ

ならない。 

⑤ 浄化槽工事業者の都道府県知事への登録 

⑥ 浄化槽清掃業者の市町村長への認可 

⑦ 浄化槽設備士(浄化槽工事の監督者)及び浄化槽管理士(保守点検の義務従事

者)の資格 

⑧ 浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、新設時の合併処理浄化槽の義務

付け 

建築基準法 浄化槽の性能や安全基準及び建築確認に付随した浄化槽の届出(構造審査)に

ついての規定 

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律 

一般廃棄物である浄化槽汚泥の収集、運搬、処理に関する許認可及びその基準

について規定 

水質汚濁防止法 処理対象人員 501 人以上の浄化槽は、本法律の特定施設に該当し、工場・事業

所から河川・湖沼へ排出される水について規定 

浄化槽法施行細則 浄化槽工事業者登録申請書類等の提出部数等について規定 
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第２節 生活排水処理計画 

 １ 基本方針 

  全国的には令和元年度末の全国の汚水処理施設の処理人口は、平成３０年度末 

 から２８万人増加し、１億１，6３6 万人となりました。これを総人口に対する割合でみ 

 た汚水処理人口普及率は、９1．７％となりましたが、汚水処理人口普及状況は、 

 大都市と中小市町村で大きな格差があり、特に人口５万人未満の市町村の汚水処 

 理人口普及率は８０．３％にとどまっている状況であります。 

  このような中、本町では、下水道普及率は約８3.1％あります。また、個別に整備 

 している合併処理浄化槽を合わせると令和元年度の汚水処理人口普及率は 

 ８6．6％となっています。 

  全国比からも高い普及率でありますが、急激な人口増を経て、人口も減少傾向と 

 なり、これまで行ってきた下水道事業や農業集落排水事業で進めてきた生活排水 

 施設も一定程度整備を終え、周辺地域への移住者や、従前から下水道等の計画区 

 域外に点在している住宅に対する整備については改めて対応が迫られている状況 

 です。 

  このような状況から、行政区域内のすべての住民に対して生活排水施設を整備す 

 るためには、各種生活排水事業の特徴・制度を勘案し、生活排水処理施設整備の 

 基本方針を明確にする必要があります。 

  基本方針は次のとおりです。 

 

① 公共下水道の事業認可区域内の整備については、ほぼ完了しており、事業

認可区域内の未整備箇所については、今後の住宅建設等の状況を見極めな

がら整備します。また、今後とも生活環境、公共用水域の保全のため、既存の

下水道施設の機能維持及び適切な下水道処理運転管理に努めます。 

② 下水道の計画区域外に分散している家屋については、各戸で合併処理浄化

槽により生活雑排水の処理を行います。 

③ 下水道の計画区域内に位置し、なおかつ事業認可区域外に分散している家

屋については、合併処理浄化槽により処理を行います。 

④ 現在、単独処理浄化槽を設置している家屋や事業所については、生活雑排

水の処理を行うため、個別の状況を勘案しつつ、合併処理浄化槽へ転換を推

進します。 
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 ２ 目標年次 

  基本計画は、計画策定時から年数が経過し、人口の減少、少子高齢化、関係法 

 令・上位計画の変遷や町財政状況等の社会的要因が大きく変わっていますので、 

 本町の他の計画と整合性を持ち、今後の事業を適正かつ着実に実施出来るように 

 見直しをします。 

  計画期間は、令和１２年度とします。 

  なお、改訂基本計画は、諸条件に大きな変動のあった場合には必要に応じて見直 

 すものとします。 

 

目標年次 令和１２年度 

 

 ３ 生活排水の処理の概要 

  本町における生活排水の処理主体は、表４－２－１に示すとおりです。 

  集合処理施設としては、公共下水道で整備され、生活排水の処理が行われていま 

 す。 

  個別処理としては、合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽となっており、処理主体 

 は浄化槽の設置者である個人等となっています。 

  なお、町域より発生するし尿及び浄化槽汚泥については、札幌市クリーンセンター 

 に搬入して処理を行っています。 

 

表４－２－１ 処理施設の分類 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処 理 主 体 

⑴ 公共下水道 し尿及び生活雑排水 当別町 

⑵ 合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人等 

⑶ 単独処理浄化槽 し尿 個人等 

⑷ し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 札幌市（札幌市クリーンセンター） 

 



56 

 

 ４ 生活排水の処理目標 

  生活排水の適正処理の進捗率を表す指標として、生活排水処理率を用い、目標 

 年次の目標値を次のとおり設定します。 

 

項 目 
現 況 

(令和元年度) 

目標年次 

(令和 12 年度) 

生活排水処理率 8６.５９% ９０.００% 

 ※生活排水処理率(％)＝水洗化・生活雑排水処理人口÷行政区域内人口 

 

 ５ 生活排水の処理形態別人口 

  本町の処理形態別人口は、下表に示すとおり、行政人口の約８６．６％が水洗化さ 

 れており、その内訳としては公共下水道が８３．１％を占めています。すでに合併処 

 理浄化槽を設置しているのは水洗化人口の４．０％、行政人口の３．５％の割合です。 

  また、非水洗化人口については、行政人口の１３．４％となっています。 

  本町の人口は、総合計画の将来人口から令和１２年度の行政区域内人口は 

 １６，０００人することを目標としております。 

 

表４－２－２ 生活排水の処理形態別人口 

項 目 
現況 

（令和元年度） 

目標年次 

（令和１２年度） 
備 考 

行政区域内人口 15,7３１ １６,０００  

 水洗化・生活雑排水処理人口 1３,６２３ 1４,２４0  

 コミュニティ・プラント 0 0  

合併処理浄化槽 5４８ 640  

下水道 13,０７５ 1３,６０0 ※農業集落排水施設は

平成２４年度に公共下

水道と統合 

農業集落排水施設 
0 0 

水洗化・生活雑排水未処理人口 

（単独処理浄化槽） 
0 0 

非 水 洗 化 に 含 ま れ

る。 

非水洗化人口 2,108 １,７６0 単独含む。 

生活排水処理率（%） 8６.５９ ９０.00  
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 ６ 生活排水の処理方式の選定 

  ⑴ 生活排水処理に関する各事業の特徴 

   汚水処理事業としては、国土交通省、農林水産省、環境省、総務省等の事業が 

  あります。この分類としては、集合処理を対象としたもの、個別処理（合併処理浄 

  化槽）を対象としたものに分けられます。 

 

表４－２－３ 汚水処理事業の一覧 

集合処理に関する事業 

公共下水道事業 国土交通省 

農業・漁業・林業集落排水事業 農林水産省 

簡易排水施設整備事業 農林水産省 

小規模集合排水処理事業 総務省 

コミュニティ・プラント 環境省 

浄化槽(住宅団地等の集合処理浄化槽) 住宅設置者 

個別処理に関する事業 

浄化槽設置整備事業 環境省 

浄化槽市町村整備推進事業 環境省 

個別排水処理施設整備事業 総務省 

 

  ⑵ 事業の選定 

   生活排水処理事業については、基本方針に沿って整備を進めます。 

   なお、合併浄化槽の設置は、全道の実施自治体の状況及び本町の財政状況な 

  どを考慮した事業手法を採用します。 
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第３節 し尿・汚泥の処理計画 

 １ し尿及び浄化槽汚泥の現状 

  本町のし尿の収集・運搬については、民間許可業者に委託しており、浄化槽から 

 排出される汚泥についても、許可業者が浄化槽清掃時に合わせて運搬し、札幌市 

 の札幌市クリーンセンターのし尿処理施設に搬入処理しています。 

  当該施設は、平成７年に供用開始しており、令和２年度末で２５年が経過します。 

 

 ２ 計画人口 

  本町の処理形態別人口は、令和元年度末現在で非水洗化人口が２,１０8 人であ 

 ることから、これを処理計画の計画人口に設定します。 

 

 ３ し尿及び浄化槽汚泥収集・運搬量 

  目標年次の発生量は、生活排水処理形態別人口と過去の実績による原単位方式 

 により算出しました。 

 

表４－３－１ し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬量 

項 目 
現 況 

 (令和元年度) 

目標年次 

（令和 12 年度） 

行政区域内人口(人) 1５,７３１ １６,０００ 

し尿処理人口(人) 2,１０８ １,76０ 

合併浄化槽人口(人) 5４８ ６４０ 

し尿収集量(KL/年) 2,5６７ 2,３３6 

 原単位(L/人・日) ３.３３ 3.３３ 

浄化槽汚泥(KL/年) ７３３ 857 

 単独処理浄化槽汚泥(KL/年) 1２７ １２７ 

合併処理浄化槽汚泥(KL/年) ６０６ 730 

し尿及び浄化槽汚泥量(KL/年) 3,３００ ３,193 

し尿及び浄化漕汚泥量(KL/日) ９.０４ 8.75 

 



59 

 

 ４ し尿及び浄化槽汚泥の処理計画 

  し尿及び浄化槽汚泥の処理については、札幌市と連携をしながら、現行の体制に 

 より今後も引き続き実施していきます。 

  なお、札幌市クリーンセンターのし尿理処理施設は、これまで定期的に補修を行 

 い、適正処理に努めています。今後は、下水道整備や接続等の進捗により、し尿量 

 が減少し、一方で合併処理浄化槽による浄化槽汚泥量の増加が見込まれますので、 

 その年間搬入量の推移と経済性や効率性を十分配慮した上で、し尿処理施設の更 

 新計画については、下水道汚泥との共同処理のあり方なども含め、将来的な検討 

 を行っていきます。 

 

第４節 その他の計画 

 １ 生活排水処理対策 

  生活排水処理対策は、改訂基本計画に掲げる「基本方針」及び「処理目標」に沿っ 

 て進めていきます。 

  生活排水の処理は、行政区域全域を対象とし、各処理施設についての内容は以 

 下のとおりとします。  

  ⑴ 公共下水道 

   公共下水道の事業認可区域内については、大部分の整備が完了していますが、 

  残りの未整備箇所については、今後の状況の推移を見極めながら整備をしていき 

  ます。また、公共下水道が整備されている区域内の下水道未接続家庭の接続を 

  着実に推進し、水洗化率の向上を図ります。 

   なお、水洗化の普及促進の目的で、水洗便所改造貸付資金制度を実施してきま 

  したが、引き続き制度を活用し、一層の水洗化の推進を図ります。 

   また、下水道を取り巻く近年の社会情勢等の変化を踏まえ、更なる運転維持管 

  理の効率化を目指します。 

 

  ⑵ 合併処理浄化槽 

   公共下水道の計画区域外の地域及び計画区域内において当分の間下水道の 

  整備が見込めない地域においては、生活雑排水の未処理放流を減らし水質汚濁 

  の改善を図るため、合併処理浄化槽による生活排水の処理を推奨し、普及推進を 

  図ります。 

   合併処理浄化槽の普及推進は、下水道中期ビジョンとの調和も図り、国の補助 

  制度及び町の財政状況を考慮して、目標年次の令和１２年度までにどの程度整備 

  するのかの検討を進めます。 
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  ⑶ し尿処理施設 

   し尿等の収集・運搬については、引き続き、し尿は町が委託した業者が収集し、 

  浄化槽汚泥は、町が許可した業者が収集することとします。 

   し尿及び浄化槽汚泥は、札幌市クリーンセンターへ搬入し、中間処理並びに最 

  終処分をし農地還元を行います。その処理に際しては、放流水に係る水質の管理 

  を徹底し、周辺環境の保全に努めます。 

   また、公共下水道整備の進捗状況と、し尿等の発生量を見極めながら、今後の 

  処理形態について、札幌市などの関係機関と協議を進めます。 

 

 ２ 広報・啓発活動の促進 

  家庭から排出される生活雑排水が未処理で放流されることにより、生活環境の悪 

 化や公共用水域の水質汚濁が引き起こされます。このことを町民に広く周知し、生 

 活環境や水環境の保全に対する生活排水の適正処理の必要性について、広報誌 

 やホームページ等への掲載による啓発活動を進めていきます。 

  特に、公共下水道の計画区域外の地域においては、合併処理浄化槽の普及を促 

 進するとともに、浄化槽設置者や維持管理業者等に対して適正な維持管理につい 

 て周知を図ります。 


